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支払方法・受取人住所届

座の種類 ―ド   ロ座

普通 5:通知
当塵 6:別段 ゆうと,よ 銀行り、タトの場合

記号
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※申請著
名称及び

,r代理人の場合、右上相に助成金の支給に係る事業主の住所、
氏名を記入し、右下相に代理人の住所、名称及び氏名を記入

してください。
申睛者が社会保険労務士法施行規則第■6条第2項に規定する提出代行培

又は同規員l第■6条の3に 規定する事務代理者の場合、有上相に事業主の0
所、名称及ぴ氏,自 を記入し、右下輌に据出代行者スは事務代理書の住所
、名称及び氏名を記入してくだとい。
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に

名称
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又は

社会保険労務士
(提出代行者・事務代

理者の提示 )

住所

T
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名称

氏名

局長 部長 躁長 課長相佐 職業指導宵 係長 担 当

所長 部長 '次長 躁長・続括 上席・係長 職業指導官 担 当



注 意

1 この届は、各雇用関係助成金のF宝給申請書を提出する際にあわせて相と出に′てくだきい。

2 この届出を行つた以後に各用E用 関係勃成金C,支船申冒瞬書 :を 提出する場,合、こ(D届 を再度振:出 する必要はありません。F子度C,

提出を省略した場合、引亡続き、以前の届によし,'届 け出られた掘込口座に支給額.び振り辺:ま れることとなります。 振込口座

など配Hα 内埒に変更がある引B合には,改めてこの届 1ヨ 提出してくだ追しヽ。

3 記職に当たつて、

(1)太 1手で旧んだ部I分 (① ″◎1田 )及び申甜者11の t'記 l載 し、※桐は記ヨ配し
'よ

いでくだとい。

(2)①、◎.④、O、 電)桐 ti半角数字で入力してください。

(3)③桐に 1又は 2を 記載 L′ たJ母合、④相にこれに1系 る金ヽ融機際|コ … ド 店1南コート・匡座君:号t記臓してくだとい。

なt心 、インターネット専用銀行は、特産との銀行 `と 除と振込日座が登a験で1と ません。辞綱にに以下ホ…ムペ…ジく,ご ]里認くだきい。

(※:)日 本a艮行ホームペー)'「 目庫金・ヨ住の窓口」の「目l車金の編込先金融機膊・送金先金融粗と関」

h蛭′′脚 ど皿Ё迪 越 堕ЩttIViCes/kokko,indcttm/

(4)② l用 でゆうちよ銀行を記入した場合は、④布1は「ゆうちよ餌,行の場合」相に記号番号を記載 t′ てください。

15)◎相及び⑦相は、④相、③相及び④相で召己日はしたものの口塵:名 車Iを それぞれ杷載して'く ださい。

記l脱する口座は、申請人が法人である堀

'合

装1,法人名横の日座を記H駐 してください。代表者個人 1つ 口座を記瑠lするこ■はで

きません。

4 この届〔う提出時に、原則通引受の写し・導支払い口座番号がl確認でせる科類を添付してください。


